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医療費控除のご案内
スポーツリラックスの月会費が医療費控除の対象となります。
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「 医療費控除 」とは

１年間でかかった医療費の一部が返ってくる制度

担当医師の紹介の元、運動療法としてスポーツリラックス利用の場合、

条件を満たすことで施設利用料（月会費）が医療費控除の対象

「 指定運動療法施設 」とは

厚生労働大臣認定健康増進施設のうち、一定の要件を満たす施設について、

厚生労働省が運動療法を行うに適した施設として指定したもの

この指定を受けた施設では、医師の指示に基づく運動療法を実施する際に

必要となる利用料金について、所得税法代７３条規定する医療費控除の対

象とすることができる



医療費控除の対象となる条件
高血圧症、高脂血症、糖尿病、虚血性心疾患等の疾病で、医師の

運動処方箋に基づいて行われるものであること

概ね週１回以上の頻度で、８週間以上の期間にわたっておこなわれる

ものであること

厚生労働省が定める１回ごとの施設利用料を￥１０，０００（税込）

未満にするため月ごとの最低来館回数を満たすこと

例 レギュラー会員の場合（月会費￥１１，０００（税込））

最低月２回以上の施設利用が必要

※休会月や施設利用がない月は医療費控除の対象外

【対象外の方】

特別な疾患をお持ちでない方、または患っていた疾患が完治した方

定期的な受診がない方



医療費控除までの流れ
①担当医に『運動処方箋』を発行してもらう０

※疾患内容、運動療法内容等、必要記載事項あり

②『運動処方箋』をスポーツリラックスに提出・入会０

入会後、運動処方箋提出いただき、スポーツリラックススタッフと

カウンセリングの上、今後の運動計画を立てる

・運動処方箋提出後から、８週間以上の期間にわたっておこなわれる

ものであることが必要

・上記を満たすため、１０月末までに運動処方箋の提出が必要

・運動療法の実施はスポーツリラックスの施設利用であることが条件



医療費控除までの流れ
③確定申告必要書類の申請０

・確定申告時期にスポーツリラックスへ『運動実施証明書発行申請書』を提出

・スポーツリラックスから『医療費控除対象の月会費領収書』と『運動実施

証明書』を受け取る

④担当医からの署名・捺印依頼０

担当医師から『運動実施証明書』へ署名・捺印をもらう

※担当医が当院の医師の場合、Ｂ館１階総合受付（文書センター）へ持参

証明書作成費用として２，２００円（税込）が必要

証明書作成費用は病院によって異なる

⑤申請書類の提出（税務署）０

確定申告時に医療費控除書類として『医療費控除対象の月会費領収書』と

『運動実施証明書』を使用して申告



各種書類について

書類名 記入者 発行者 提出先

➀運動処方箋 担当医 ― スポーツリラックス

②運動実施証明書発行申請書 申請者 ― スポーツリラックス

月会費領収書 ※１ ― スポーツリラックス ―

運動実施証明書 ― スポーツリラックス ―

③運動実施証明書
（医師の署名・捺印）※２

担当医 ― ―

※１ 月会費でお支払いの方のみの発行となります。年一括払いの方はスポーツリラックスで年一括ご契約時の領収書が

申請で必要となります。紛失等ないように大切に保管ください。なお、領収書の再発行はいたしませんのでご了承

ください。

※２ 医師の署名・捺印は当院の場合、証明書作成費用として２，２００円（税込）が必要となります。

証明書作成費用は病院によって異なります。



記入例（➀運動処方箋）

※
当
書
類
は
担
当
医
に
ご
記
入
（
赤
文
字
箇
所
）
い
た
だ
い
て
く
だ
さ
い
。



記入例（②運動実施証明書 発行申請書）
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記入例（③運動実施証明書 署名・捺印）
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